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回覧

～水の事故から子供たちを守る～
・遊泳禁止場所や危険な場所で遊ばせない。

・保護者は子供から目を離さない。

・水辺では小さい子供だけでは遊ばせない。

・遊泳、ボート遊び等で河川に入る場合、救

命胴衣(ライフジャケット)を着用する。

・増水時は遊泳させない。


